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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像を記録する画像処理装置であって、
　入力動画像信号を、輝度信号と色差信号からなる第１の画像データに変換して出力する
信号処理手段と、
　前記第１の画像データを、前記第１の画像データよりも画素数の少ない所定の表示サイ
ズに変倍する第１の変倍手段と、
　前記第１の変倍手段により変倍されていない前記第１の画像データを１フレームごとに
圧縮符号化し、圧縮符号化された画像データを出力する符号化手段と、
　前記圧縮符号化された画像データを動画像データとして着脱可能な記録媒体に順次記録
する記録手段と、
　前記圧縮符号化された画像データが前記着脱可能な記録媒体に順次記録される期間に、
前記第１の変倍手段により変倍された第１の画像データを、色差信号情報量を削減した第
２の画像データに変換し、表示用の画像データとして出力する変換手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の画像データがＹＵＶ４：２：２フォーマットであり、前記第２の画像データ
が、ＹＵＶ４：１：１又はＹＵＶ４：２：０フォーマットであることを特徴とする請求項
１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
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　前記着脱可能な記録媒体に記録される動画像データは、圧縮符号化されたフレームごと
の画像データを時系列に並べることにより構成されることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記信号処理手段により出力された第１の画像データを、前記入力動画像信号よりも画
素数の少ない記録用サイズに変倍する第２の変倍手段をさらに有し、
　前記符号化手段は、前記第２の変倍手段により変倍されているが前記第１の変倍手段に
より変倍されていない前記記録用サイズの前記第１の画像データを圧縮符号化し、前記第
１の変倍手段は、前記第２の変倍手段により変倍されている前記記録用サイズの前記第１
の画像データを、前記記録用サイズよりも画素数の少ない前記所定の表示サイズに変倍す
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記表示用の画像データは、デジタルカメラの動画記録モードにおける電子ビューファ
インダの表示のための画像データであることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の画像処理装置。
【請求項６】
　動画像を記録する画像処理方法であって、
　入力動画像信号を、輝度信号と色差信号からなる第１の画像データに変換して出力する
信号処理ステップと、
　前記第１の画像データを、前記第１の画像データよりも画素数の少ない所定の表示サイ
ズに変倍する第１の変倍ステップと、
　前記第１の変倍ステップにより変倍されていない前記第１の画像データを１フレームご
とに圧縮符号化し、圧縮符号化された画像データを出力する符号化ステップと、
　前記圧縮符号化された画像データを動画像データとして着脱可能な記録媒体に順次記録
する記録ステップと、
　前記圧縮符号化された画像データが前記着脱可能な記録媒体に順次記録される期間に、
前記第１の変倍ステップにより変倍された第１の画像データを、色差信号情報量を削減し
た第２の画像データに変換し、表示用の画像データとして出力する変換ステップと、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　前記第１の画像データがＹＵＶ４：２：２フォーマットであり、前記第２の画像データ
が、ＹＵＶ４：１：１又はＹＵＶ４：２：０フォーマットであることを特徴とする請求項
６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記着脱可能な記録媒体に記録される動画像データは、圧縮符号化されたフレームごと
の画像データを時系列に並べることにより構成されることを特徴とする請求項６又は請求
項７に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　前記信号処理ステップにより出力された第１の画像データを、前記入力動画像信号より
も画素数の少ない記録用サイズに変倍する第２の変倍ステップをさらに有し、
　前記符号化ステップは、前記第２の変倍ステップにより変倍されているが前記第１の変
倍ステップにより変倍されていない前記記録用サイズの前記第１の画像データを圧縮符号
化し、前記第１の変倍ステップは、前記第２の変倍ステップにより変倍されている前記記
録用サイズの前記第１の画像データを、前記記録用サイズよりも画素数の少ない所定の表
示サイズに変倍することを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の画像処理方法
。
【請求項１０】
　前記表示用の画像データは、デジタルカメラの動画記録モードにおける電子ビューファ
インダの表示のための画像データであることを特徴とする請求項６～９のいずれか１項に
記載の画像処理方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像データを記録するための画像処理装置及び画像処理方法に関し、特に
静止画としての利用を考慮した動画像記録が可能な画像処理装置及び画像処理方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラ等で撮影された静止画像をプリントすることは一般的に行われて
いる。また、デジタルカメラ等で撮影された動画像のプリントを行うことも可能であり、
この場合は、動画記録された映像信号から所望の１フレーム分を抜き出し、当該１フレー
ム分の静止画像に基づいてプリントが行われる。
【０００３】
　しかしながら、デジタルカメラ等で撮影される動画像は、６４０画素×４８０画素（Ｖ
ＧＡ）程度の解像度であることが一般的であり、静止画としてプリントするには十分な解
像度とは言えない。また、動画像は、モニタ上で鑑賞する事を前提に映像の色情報が記録
時に帯域制限される。そのため、動画記録された映像信号から抜き出した１フレーム分の
静止画像の色情報も帯域制限により削減されており、解像度（画素数）のみならず、色情
報量という観点からも画質が低い。従って、プリントして静止画として鑑賞するという目
的には不向きであった。このように、動画像を高画質でプリントするには、高解像度での
記録と広帯域な色信号の記録を実現する必要がある。
【０００４】
　特許文献１では、帯域制限された動画像を伝送するための伝送路に、帯域制限したＹＵ
Ｖ形式の動画像用信号に加え、ＲＧＢ信号でなる静止画像用信号を伝送することが提案さ
れている。これにより、ビデオプリンタ等の画像出力装置は、静止画像用信号を分離する
ことにより、高画質の静止画像を得ることが可能となる。
【０００５】
　また、特許文献２では、画像入力部から色信号と輝度信号を含む画像信号を入力し、そ
の画像信号が動画である場合、まず、その画像信号の色差信号の情報量を減縮して輝度信
号とともに圧縮する。そして、その画像中の指定された高画質領域をシフトアップして符
号化することにより、指定された領域での画質を向上させることが提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－３２２２９５号公報（第７頁、図１）
【特許文献２】特開２００１－３５９１１７号公報（第２７頁、図２２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１記載の映像信号伝送装置では、帯域制限した動画像用信号に
加え、コンポーネントビデオ信号からなる静止画像用信号を伝送するので、伝送量が増え
、メモリ・バスの高帯域化などが要求される。従って、メモリ・バスの帯域幅が狭い場合
には、映像信号伝送時にメモリ・バスの帯域が圧迫され、ひどくなると正常な伝送が出来
なくなる。こうなると画像圧縮率を高くして送信する映像信号のデータ量を削減すること
となり、品質が低下するので、従来と同様の問題が発生してしまう。
【０００８】
　また、特許文献２に開示されている画像処理装置では、画像中の指定された領域をシフ
トアップして符号化することにより高画質の画像を生成している。そのため、指定領域外
では高画質でなく、従来と同様の問題が存在するので、やはりカラープリンタへ出力し、
静止画として鑑賞するに十分な品質ではなかった。
【０００９】
　また、高画質の動画を記録すると同時に、表示装置へ高画質の動画を出力する事から、
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映像信号伝送時にメモリ・バスの帯域が圧迫される。そのため、特許文献１記載の映像信
号伝送装置と同様の問題が発生してしまう。
【００１０】
　本発明はこのような従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、高画質な動画を記録可
能な画像処理装置及び画像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は、動画像を記録する画像処理
装置であって、入力動画像信号を、輝度信号と色差信号からなる第１の画像データに変換
して出力する信号処理手段と、第１の画像データを、第１の画像データよりも画素数の少
ない所定の表示サイズに変倍する第１の変倍手段と、第１の変倍手段により変倍されてい
ない第１の画像データを１フレームごとに圧縮符号化し、圧縮符号化された画像データを
出力する符号化手段と、圧縮符号化された画像データを動画像データとして着脱可能な記
録媒体に順次記録する記録手段と、圧縮符号化された画像データが着脱可能な記録媒体に
順次記録される期間に、第１の変倍手段により変倍された第１の画像データを、色差信号
情報量を削減した第２の画像データに変換し、表示用の画像データとして出力する変換手
段と、を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、上述の目的を達成するため、本発明に係る画像処理方法は、動画像を記録する画
像処理方法であって、入力動画像信号を、輝度信号と色差信号からなる第１の画像データ
に変換して出力する信号処理ステップと、第１の画像データを、第１の画像データよりも
画素数の少ない所定の表示サイズに変倍する第１の変倍ステップと、第１の変倍ステップ
により変倍されていない第１の画像データを１フレームごとに圧縮符号化し、圧縮符号化
された画像データを出力する符号化ステップと、圧縮符号化された画像データを動画像デ
ータとして着脱可能な記録媒体に順次記録する記録ステップと、圧縮符号化された画像デ
ータが着脱可能な記録媒体に順次記録される期間に、第１の変倍ステップにより変倍され
た第１の画像データを、色差信号情報量を削減した第２の画像データに変換し、表示用の
画像データとして出力する変換ステップと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　このような構成により、本発明によれば、高画質な動画を記録することが可能であり、
、動画から任意のフレームを静止画として利用する場合であっても、従来に比べて品質の
高い静止画を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明をその好適な実施形態に基づき詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像処理装置としてのデジタルカメラ１００の
構成例を示すブロック図である。
【００１５】
　同図において、撮像レンズ１は、例えばオートフォーカス機構を有するズームレンズで
ある。撮像素子２は、例えば１チップ構成のＣＣＤ（電荷結合素子）からなる。Ａ／Ｄ変
換器３は、撮像素子２の出力するアナログ信号をデジタル信号に変換する。信号処理回路
４は、ホワイトバランス調整回路、ガンマ補正回路、ＹＣ処理回路、露出／フォーカス（
ＡＥ／ＡＦ）回路などを含み、ＹＵＶ４：２：２フォーマットのデータを出力する。なお
、以下の説明においては、ＹＵＶ＝Ｘ：Ｙ：Ｚフォーマットを単にＹＵＶＸＹＺフォーマ
ットと記載する。
【００１６】
　変倍回路５は、信号処理回路４が出力するＹＵＶ４２２フォーマットの画像データに対
し、間引き処理、線形補間処理等を適用し、水平及び／又は垂直方向に変倍する。ＹＵＶ
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変換回路６は、ＹＵＶ４２２フォーマットのデータに色差信号の補完処理や間引き処理を
適用し、ＹＵＶ４１１フォーマット又はＹＵＶ４２０フォーマットへ変換する。再生回路
７は、ＹＵＶ変換回路の出力する画像データに対して変調、同期信号の付加、ＤＡコンバ
ート等を行なって、ビデオ信号を生成する。表示部８は、例えば液晶モニタであり、再生
回路７の出力するビデオ信号を表示する。
【００１７】
　信号処理回路４の出力は変倍回路５に加え、圧縮回路１０にも供給される。圧縮回路１
０は、ＹＵＶ４２２フォーマットの画像データに対し、ブロック圧縮符号化を行う。ここ
では、ＪＰＥＧ（Ｊoint Ｐhotographic Ｅxpert Ｇroup：カラー静止画像の圧縮方式）
形式の符号化処理を施すものとする。圧縮符号化された画像データは、図示しない記録装
置により、半導体メモリカードを代表とする記録媒体１１に記録される。
【００１８】
　デジタルカメラ全体の制御は、ＣＰＵ（Central Processor Unit：中央処理装置）１２
が、図示しない不揮発性メモリに格納される制御プログラムを、ＲＡＭなどのメモリ（図
示せず）を用いて実行することによって実現される。
【００１９】
　デジタルカメラにはユーザがカメラに指示を与えるための入力デバイス（スイッチやレ
バー、タッチパネル等）が設けられており、レリーズスイッチ１３、モードスイッチ１４
は入力デバイスの一部を構成する。
【００２０】
　図２は、ＹＵＶ変換回路６における画像フォーマット変換について説明するための図で
ある。
　図２（ａ）はＹＵＶ４２２フォーマット、図２（ｂ）はＹＵＶ４１１フォーマット、図
２（ｃ）はＹＵＶ４２０フォーマットのＹ（輝度）、Ｕ（色差），Ｖ（色差）の関係をそ
れぞれ示している。
【００２１】
　ＹＵＶ４２２フォーマットは、Ｙは画素毎に８ビット、Ｕ，Ｖは２画素毎に平均化して
８ビットでそれぞれサンプリングするフォーマットであり、情報量は１６ビット／画素で
ある。ＹＵＶ４２０フォーマット、ＹＵＶ４１１フォーマットは、いずれもＵ，Ｖが４画
素毎に平均化して８ビットでサンプリングするフォーマットであり、情報量は１２ビット
／画素である。
【００２２】
　図４は、デジタルカメラ１００における動画撮影時の状態を模式的に示す図である。
　ここでは、表示部８を電子ビューファインダとして機能させており、被写体の映像がリ
アルタイムに表示部８に表示されている。この状態でレリーズスイッチ１３が全押しされ
ると、静止画像の記録、または動画像の記録を開始する（或いは動画像の記録を停止する
）。モードスイッチ１４はデジタルカメラ１００の動作モードを切換えるためのスイッチ
であり、本実施形態では静止画撮影モード（ＲＥＣ）、動画撮影モード（ＭＯＶＩＥ）及
び再生モード（ＰＬＡＹ）の各動作モードの設定及び切替が可能であるものとする。
【００２３】
　次に、本実施形態のデジタルカメラにおける動画記録処理について、図３のフローチャ
ートに基づいて説明する。
　ＣＰＵ１２は、モードスイッチ１４により動画撮影モードに設定されている場合に、以
下の動作を行う。
　ステップＳ１では、光学系の初期化動作を行う。本実施形態において、撮像レンズ１は
不図示のフォーカス駆動部によって光軸上で移動可能に構成されており、また撮像素子２
は、撮像レンズ１の光軸上に配置されている。そして、表示部８を電子ビューファインダ
として利用するため、以後は自動的にフォーカス制御を行い、撮像レンズ１で撮影された
図４の被写体の撮影像が、撮像素子２の撮像面に結像するようにする。
【００２４】
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　ステップＳ２では、撮像素子２の駆動を行う。現在のデジタルカメラにおいて、撮像素
子２の画素数は、表示部８で表示可能な画素数よりも多く、表示部８で表示するための画
像を生成する場合には、縮小処理を行うのが一般的である。ここでは、説明を簡単にする
ため、表示部８が６４０×４８０画素、撮像素子２が出力する画像データが１０２４×７
６８画素のＸＧＡ（eＸtended Ｇraphics Ａrray）であるとする。
【００２５】
　撮像素子２の撮像面に結像した被写体像は、撮像素子２により光電変換され、アナログ
電気信号として順次読み出される。そして、Ａ／Ｄ変換器３においてデジタル信号に変換
される。デジタル化された画像信号は信号処理回路４へ出力される。
【００２６】
　ステップＳ３では、Ａ／Ｄ変換器３でデジタル化された画像信号に対し、信号処理回路
４で、ホワイトバランス調整、ガンマ補正、ＹＣ処理等の信号処理を行い、図２（ａ）に
示すＹＵＶ４２２フォーマットの画像データを生成する。この画像データの例を図８（ａ
）に示す。
【００２７】
　ステップＳ４では、信号処理回路４が出力する１０２４×７６８画素の画像データに対
して変倍回路５で間引き処理、線形補間処理等を行って水平、垂直方向に縮小し、表示部
８の表示サイズである６４０×４８０画素の縮小画像データ（表示用画像データ）を生成
する。縮小画像データを図８（ｃ）に示す。縮小画像データはＹＵＶ変換回路６へ出力さ
れる。
【００２８】
　ステップＳ５では、変倍回路５で生成された、６４０×４８０画素の縮小画像データの
形式を、ＹＵＶ変換回路６でＹＵＶ４２２フォーマットからＹＵＶ４１１フォーマットに
変換する。これにより、縮小画像データの色信号情報（結果として画像データサイズ）が
削減される。変換後の縮小画像データは、再生回路７へ出力される。
【００２９】
　ステップＳ６では、ＹＵＶ変換回路６から入力するＹＵＶ４１１フォーマットの表示用
画像データを、再生回路７でＴＶ（テレビジョン）用アナログ信号に変換し、表示部８に
出力する。具体的には、再生回路７では、表示用画像データに対し、クロマエンコード処
理や帯域補正やコンポジット化等の信号処理を施す。ステップＳ２からＳ６までの処理を
逐次行うことにより、表示部８が図４に示すような電子ビューファインダとして機能する
。
【００３０】
　ステップＳ７では、例えばモードスイッチ１４や電源スイッチ、レリーズボタン１３な
どの操作検知に基づいて電子ビューファインダ処理の終了を判断し、終了すべき場合には
処理を終了する。一方、ステップＳ７において終了すべき状態に無ければステップＳ８へ
進む。
【００３１】
　ステップＳ８では、動画記録の開始が指示されたかどうかを、レリーズスイッチ１３が
ＯＮか否かにより判断する。本実施形態では、動画記録していない状態でレリーズスイッ
チ１３がＯＮになった場合に動画記録の開始が指示されたものと判断し、動画記録中に再
度レリーズスイッチ１３がＯＮになった場合には動画記録停止指示と判断する。また、動
画記録していない状態でレリーズスイッチ１３がＯＦＦのときには、動画記録の待機状態
と判断する。
【００３２】
　ステップＳ８において動画記録の開始を指示する状態と判断された場合、ステップＳ１
０へ進む。
　また、動画記録の待機状態と判断さた場合、ステップＳ２へ進んで、動画記録の待機状
態（電子ビューファインダ処理）を継続する。
【００３３】
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　ステップＳ１０では、信号処理回路４で処理された図８（ｂ）に示すＹＵＶ４２２フォ
ーマットの１０２４×７６８画素の画像データに対し、圧縮回路１０でＪＰＥＧ形式など
の圧縮符号化を適用して圧縮を行う。すなわち、圧縮回路１０は、信号処理回路４が出力
するラスタスキャン画像データをブロックスキャン画像データに変換し、ブロック符号化
処理をし、ＪＰＥＧデータを記録媒体１１へ出力する。
【００３４】
　ステップＳ１１では、圧縮回路１０が出力するＪＰＥＧデータを記録媒体１１に記録す
る。
　以降、動画記録停止指示又は終了指示があるまで、ステップＳ１～ステップＳ１１を繰
り返し、表示部８への表示を行いながら、順次ＪＰＥＧデータを記録媒体１１に記録し、
図１０に示すような、静止画が時系列にならんだ形式の動画像データを得る。
【００３５】
　以上のように本実施形態に係る画像処理装置によれば、輝度信号と色差信号からなる動
画像信号を表示用画像よりも高解像度で、かつ各フレームを静止画として圧縮符号化した
動画記録を行う。そのため、動画像から任意のフレームを取り出してプリントアウトする
際にも、従来よりも高画質な結果が得られる。すなわち、高解像度での記録と色の広帯域
化を提供することができる。
【００３６】
　また、輝度と色差からなる形式の画像を記録するため、表示用画像についても記録用画
像データから容易に得ることが可能である。さらに、表示用画像は画素数が小さいだけで
なく、色差が削減されているため表示処理の負荷が少なく、消費電力の低減も可能である
。
【００３７】
　なお、本実施形態において、図１に示すＹＵＶ変換回路６がＹＵＶ４１１フォーマット
の画像データを出力するものとして説明したが、ＹＵＶ４２０フォーマットで出力する構
成としても良い。また、記録サイズをＸＧＡサイズとしたが、表示部８の解像度より大き
なサイズで有れば、記録サイズに特に制限はない。
【００３８】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第１の実施形態では、信号処理回路
４が出力する画像データサイズ＝記録サイズ＞表示サイズであったが、本実施形態では画
像データサイズ＞記録サイズ＞表示サイズである場合について説明する。
【００３９】
　図５は、本実施形態に係る画像処理装置としてのデジタルカメラの構成例を示すブロッ
ク図である。同図において、第１の実施形態と同じ構成には同じ参照数字を付した。図１
との比較から明らかなように、構成上は信号処理回路４と圧縮回路１０との間に第２の変
倍回路９が設けられた点のみが異なるため、他の第１の実施形態と共通する構成に関する
説明は省略する。
【００４０】
　第２の変倍回路９は、第１の変倍回路５と同様に、間引き処理、線形補間処理等によっ
て、信号処理回路４の出力する画像データを水平、垂直方向に変倍する。
【００４１】
　次に、本実施形態のデジタルカメラにおける動画記録処理について、図６のフローチャ
ートに基づいて説明する。なお、図６についても、第１の実施形態で説明した図３の処理
と共通するステップについては同じ参照数字を付し、重複する説明は省略する。
【００４２】
　ＣＰＵ１２は、モードスイッチ１４により動画撮影モード（ＭＯＶＩＥ）に設定されて
いる場合に、図６の処理を行う。
　ステップＳ１～Ｓ８の処理は第１の実施形態と共通である。
【００４３】
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　また、説明及び理解を容易にするため、本実施形態においても、撮像素子２からはＸＧ
Ａサイズの画像信号が得られるものとする。そして、信号処理回路４からはＹＵＶ４２２
フォーマットで、図９（ａ）に示すような１１５２×８６４画素の画像データが出力され
るものとする。また、表示部８の表示解像度は図９（ｃ）に示す６４０×４８０画素であ
るとする。ただし、記録サイズは第１の実施形態と異なり、図９（ｂ）に示す１０２４×
７６８画素とする。
【００４４】
　ステップＳ８で、動画記録の開始を指示する状態と判断されると、ステップＳ９へ進む
。
　ステップＳ９では、信号処理回路４が出力する、ＹＵＶ４２２フォーマット、１１５２
×８６４画素の画像データを第２の変倍回路９で、記録サイズに変倍する。すなわち、第
２の変倍回路９は、撮像画像の画素データの間引き処理、線形補間処理等によって、画像
データを水平、垂直方向に縮小する。そして、図９（ｂ）に示すＹＵＶ４２２フォーマッ
ト、１０２４×７６８画素の縮小画像データ（記録用画像データ）を生成し、圧縮回路１
０へ出力する。
【００４５】
　ステップＳ１０では、第２の変倍回路９が生成した記録用画像データを、圧縮回路１０
により、フレーム毎に圧縮符号化する。本実施形態においても、第１の実施形態と同様、
ブロック圧縮符号化（具体的にはＪＰＥＧ符号化）を行うものとする。圧縮回路１０は、
ラスタスキャン画像データをブロックスキャン画像データに変換し、ブロック符号化処理
をし、ＪＰＥＧデータを記録媒体１１へ出力する。
【００４６】
　ステップＳ１１では、圧縮回路１０で圧縮処理されたＪＰＥＧデータを記録媒体１１に
記録する。
　以降、ステップＳ１～ステップＳ１１を繰り返し、表示部８への表示を行いながら、順
次ＪＰＥＧデータを記録媒体５１１に記録し、図１０に示す形式の動画像データを得る。
【００４７】
　以上のように本実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。また、
記録サイズが撮像サイズよりも小さい場合（撮像サイズが記録サイズよりも大きい場合）
であっても、表示部への表示と記録を実現できる。
【００４８】
　なお、本実施形態においても、ＹＵＶ変換回路６がＹＵＶ４１１フォーマットの画像デ
ータを出力するものとして説明したが、ＹＵＶ４２０フォーマットで出力する構成として
も良い。また、記録サイズをＸＧＡサイズとしたが、表示部８の解像度より大きなサイズ
で有れば、記録サイズに特に制限はない。
【００４９】
（第２の実施形態の変形例）
　また、第２の実施形態においては、図５に示す信号処理回路４の画像信号を、第１の変
倍回路５０５及び第２の変倍回路５０９へ出力する構成とした。しかし、図７に示す様に
、信号処理回路４の出力する撮像画像サイズのＹＵＶ４２２フォーマット画像データを、
まず第２の変倍回路９で記録サイズに変倍するように構成しても良い。この場合、第２の
変倍回路９の出力が、第１の変倍回路５及び圧縮回路７１０へ出力される。従って、第１
の変倍回路５は、記録サイズの画像データをさらに表示サイズへ変倍して出力する。
【００５０】
（他の実施形態）
　尚、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
接、或いは有線／無線通信を用いて当該プログラムを実行可能なコンピュータを有する画
像処理システム又は画像処理装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該
供給されたプログラムを実行することによって同等の機能が達成される場合も本発明に含
む。
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【００５１】
　従って、本発明の機能処理を動画記録機能可能なコンピュータで実現するために、該コ
ンピュータに供給、インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するもので
ある。つまり、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明
に含まれる。
【００５２】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００５３】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導
体メモリなどがある。
【００５４】
　有線／無線通信を用いたプログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上
のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動イ
ンストール機能を含むファイル等、クライアントコンピュータ上で本発明を形成するコン
ピュータプログラムとなりうるデータファイル（プログラムデータファイル）を記憶し、
接続のあったクライアントコンピュータにプログラムデータファイルをダウンロードする
方法などが挙げられる。この場合、プログラムデータファイルを複数のセグメントファイ
ルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに配置することも可能である。
【００５５】
　つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムデータファイル
を複数のユーザに対してダウンロードさせるサーバ装置も本発明に含む。
【００５６】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件を満たしたユーザに対して暗号化を解く鍵情報を、例えばインターネ
ットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給し、その鍵情報を使
用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて
実現することも可能である。
【００５７】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【００５８】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像処理装置としてのデジタルカメラの構成例を示すブ
ロック図である。
【図２】ＹＵＶ変換回路６における画像フォーマット変換について説明するための図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るデジタルカメラにおける動画記録処理について説
明するフローチャートである。



(10) JP 4794911 B2 2011.10.19

10

20

【図４】実施形態のデジタルカメラにおける動画撮影時の状態を模式的に示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る画像処理装置としてのデジタルカメラの構成例を
示すブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るデジタルカメラにおける動画記録処理について説
明するフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態の変形例に係る画像処理装置のシステム構成を示すブロ
ック図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るデジタルカメラにおける撮像サイズ、記録サイズ
及び表示サイズを示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係るデジタルカメラにおける撮像サイズ、記録サイズ
及び表示サイズを示す図である。
【図１０】実施形態に係るデジタルカメラが生成する動画像データの形式を説明するため
の図である。
【符号の説明】
【００６０】
１　　撮像レンズ
２　　撮像素子（ＣＣＤ）
３　　Ａ／Ｄ変換器
４　　信号処理回路
５　　変倍回路
６　　ＹＵＶ変換回路
７　　再生回路
８　　表示部
１０　圧縮回路
１１　記録媒体
１２　ＣＰＵ
１３　レリーズスイッチ
１４　モードスイッチ
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